
【電子申請の方法】
令和５年度（2023年度）

つくば市物価高騰対応重点支援給付金（７万円給付金）

●住民記録上の「フリガナ」と
　振込口座名義の「フリガナ」が
　一致していない方

●世帯主口座以外で受給希望の方

●口座が印字されていない方で、
　世帯主口座で受給を希望する方

●印字されている口座以外での
　世帯主口座で受給を希望する方

●世帯主口座で印字され、
　その口座で受給希望の方

　令和５年度（2023年度）つくば市物価高騰対応重点支援給付金（７万円
給付金）に関するお知らせ又は以下のQRコードをスマートフォンで読み取り後、
お問い合わせ番号等を御入力して御申請ください。

受取人口座が世帯主の方のみ
電子申請が可能です。

電子申請可

電子申請可

電子申請可

郵送のみ

郵送のみ

パソコンの場合はこちらのURLから御申請ください。
URL : https://tsukuba-kyufu.chobiit.me

令和5年度(令和4年分)住民税が課税されている方の扶養親族等のみ
からなる世帯は給付金の対象外となります。

パターン1 ： 世帯全員が非課税だが、全員が住民税が課税されている者の扶養に入っている。（例）

（住民税非課税）
父

（住民税非課税）
母

世帯A

（住民税課税）

扶養

扶養
子

世帯B

給付金の対象になりません。

世帯全員が非課税であっても、そ
の全員が別世帯の親族等（住民税 
課税）から扶養されている世帯は
対象となりません。

×

特に注意が必要なパターン ： 一人暮らしの学生等（非課税）が、 実家の親等（課税者）の扶養に入っている。

（住民税課税）
父

母

世帯B

（住民税非課税）

扶養

子

世帯A

給付金の対象になりません。

子が非課税であっても、 別世帯の
親等（住民税課税）から扶養され
ている世帯は対象となりません。

×

※ここで言う扶養とは、税法上の扶養です。年齢による制限はございません。

パターン2 ： 世帯全員が非課税で、一部の世帯員のみ住民税が課税されている者の扶養に
入っている。

（住民税非課税）
父

（住民税非課税）
母

世帯A

（住民税課税）扶養
子

世帯B

給付金の対象になります。

世帯全員が非課税で、別世帯の親
族等（住民税課税）から扶養され
ていない方が1人でも含まれてい
れば、支給対象となります。

○
※ここで言う扶養とは、税法上の扶養です。年齢による制限はございません。

※ここで言う扶養とは、税法上の扶養です。
　年齢による制限はございません。

※税法上の扶養関係について、社会福祉課では分かりませんので
　御家族等に御確認ください。


